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地方独立行政法人北九州市立病院機構における研究費の権限と責任の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統括管理責任者（臨床研究推進センター長） 

コンプライアンス推進責任者（病院長） 

・研究費の管理及び運営に関する最終責任者 

・必要な措置 

・基本方針、行動規範の策定 

・不正防止計画の進捗管理 

・告発等制度の法人内外への周知 

・調査委員会設置 

（調査報告書作成・関係省庁等へ報告、結果通知） 

・不正に関与した者の処分 

・最高管理責任者の補佐 

・不正防止計画の策定と最高管理責任者への報告 

・コンプライアンス推進責任者、副責任者への教育、 

受講に関する管理監督 

・研究者等の管理監督及び指導 

・不正防止対策の実施、実施状況の統括管理責任者への報告 

・研究者等へのコンプライアンス教育の実施、受講状況の管理監督 

・研究費の執行状況のモニタリング、改善指導等 

・コンプライアンス推進責任者の補佐 

・不正を発生させる要因把握、計画の見直し 

・不正防止計画の実施状況とりまとめ 

・統括管理責任者への報告 

物品等の発注・検収部署※ 

（機構本部経営戦略課又は各病院事務局管理課） 

告発の受付窓口 

（受付管理者：機構本部総務課庶務係長） 

・通報に係る記録の保存 

・個人情報等の保護 

調査委員会【委員長：理事長】 

（構成員に外部有識者を含むこと） 

・調査の実施（資料収集、事情聴取等） 

・不正の有無、不正の内容等の認定 

内部監査実施部署 

（機構本部総務課財務担当係長） 

発注、検収、支払い 

告発（原則顕名） 

受注、納品、請求 

発注依頼 

不正防止計画推進部署 

（機構本部経営戦略課） 

・研究費の管理及び運営の説明責任 

・行動規範、規程等遵守、公正で効率的な執行 

・コンプライアンス教育受講、誓約書提出 

研究者等 

外部関係者 

（取引業者等） 

コンプライアンス教育、管理監督 

コンプライアンス推進副責任者（臨床研究推進係長） 

告発（原則顕名） 

監事 

結果通知 

結果通知 

調査委員会及び 

監事への報告 

 

 

 

研究者 

研究の実施部署（機構本部・医療センター・八幡病院） 

※研究費に係る物品等の発注・検収は、原則、機構本部経営戦略課で行う。 

やむを得ない場合は、経営戦略課と調整したものに限り、事務局管理課で行う。 

理
事
会 

報告 

議論 

意見 

連携 

連携 

最高管理責任者 

（理事長） 

監査実施 


